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２２
市市
誕誕
生生
、、１１
市市
でで
編編
入入

４４／／１１

４４
市市
がが
中中
核核
市市
へへ

４４／／１１

１１
市市
がが
特特
例例
市市
へへ

３
月
３１
日
を
過
ぎ
、
自
動
車
重

量
税
を
除
く
道
路
特
定
財
源
の
暫

定
税
率
が
、
適
用
期
限
切
れ
を
迎

え
る
事
態
と
な
っ
た
。
野
党
が
参

議
院
の
主
導
権
を
握
る
「
ね
じ
れ

国
会
」
の
下
、
暫
定
税
率
の
維
持

を
盛
り
込
ん
だ
租
税
特
別
措
置
法

改
正
案
が
、
参
議
院
で
一
度
も
審

議
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
だ
。

こ
の
ま
ま
暫
定
税
率
が
撤
廃
と

な
れ
ば
、
地
方
の
税
収
減
は
単
年

度
９
０
０
０
億
円
を
超
え
る
。
ま

た
、
暫
定
税
率
撤
廃
の
影
響
に
よ

り
特
定
財
源
を
原
資
と
す
る
「
地

方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
」
が
廃

止
さ
れ
る
事
態
と
な
れ
ば
、
自
治

体
の
税
収
減
と
合
わ
せ
地
方
の
道

路
整
備
財
源
に
１
兆
６
０
０
０
億

円
も
の
穴
が
空
く
。

暫
定
税
率
の
適
用

期
限
切
れ
が
確
定
的

と
な
っ
た
３
月
３１
日
、

本
会
（
会
長
�
藤
田

�
之
・
広
島
市
議
会
議
長
）
は
じ

め
地
方
六
団
体
は
「
参
議
院
の
責

務
全
う
を
求
め
る
緊
急
声
明
―
道

路
特
定
財
源
関
係
法
案
の
審
議
促

進
を
―
」
を
発
表
。
参
議
院
で
審

議
さ
れ
ず
、
３
月
３１
日
で
暫
定
税

率
が
失
効
す
る
事
態
に
遺
憾
の
意

を
表
明
し
た
。
ま
た
合
わ
せ
て
、

暫
定
税
率
の
維
持
を
今
後
と
も
強

く
求
め
て
い
く
決
意
を
示
し
た
。

こ
れ
ま
で
六
団
体
は
、
暫
定
税

率
の
適
用
期
限
切
れ
に
対
す
る
危

機
感
か
ら
要
望
運
動
を
展
開
し
て

き
た
。
１
月
に
は
「
道
路
特
定
財

源
確
保
緊
急
対
策
本
部
」
を
立
ち

上
げ
、
２
月
に
は
「
道
路
特
定
財

源
の
確
保
緊
急
大
会
」
を
開
催
。

大
会
終
了
後
に
は
、
こ
れ
ま
で
に

前
例
の
な
い
街
頭
活
動
ま
で
展
開

し
て
き
た
。

こ
の
ほ
か
３
月
２４
日
に
は
、
与

野
党
に
対
し
今
年
度
内
に
関
係
法

案
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
促
す
「
道

路
特
定
財
源
の
暫
定
税
率
関
係
法

案
の
速
や
か
な
成
立
を
求
め
る
緊

急
声
明
」
を
発
表
す
る
と
と
も

に
、
本
会
副
会
長
の
酒
井
靖
悦
・

山
形
市
議
会
議
長
ら
六
団
体
の
代

表
が
首
相
官
邸
に
赴
き
、
福
田
首

相
に
年
度
内
成
立
を
求
め
た
。

さ
ら
に
同
日
、
酒
井
本
会
副
会

長
ら
は
暫
定
税
率
廃
止
を
標
榜
す

る
民
主
党
の
菅
直
人
・
代
表
代

行
、
藤
井
裕
久
・
最
高
顧
問
ら
に

面
談
。
立
ち
遅
れ
て
い
る
地
方
の

道
路
網
整
備
推
進
の
た
め
に
も
、

暫
定
税
率
維
持
を
前
提
と
す
る
与

野
党
協
議
に
応
じ
る
よ
う
働
き
掛

け
た
が
、
話
し
合
い
は
終
始
平
行

線
を
た
ど
っ
た
。

３
月
２１
日
、
山
口
県
の
美
祢

市
、美
東
町
、秋
芳
町
が
合
併
し
、

新
た
な「
美
祢
市
」が
誕
生
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
同
市
は
、
人
口
約

３
万
人
、
面
積
４
７
２
・
７１
平
方

�
、
議
員
定
数
２６
人
と
な
っ
た
。

４
月
１
日
、
新
潟
県
の
村
上

市
、
荒
川
町
、
神
林
村
、
朝
日
村
、

山
北
町
が
合
併
し
、
新
た
な
「
村

上
市
」
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
人
口
約
７
万
人
、
面
積
１
１

７
４
・
２４
平
方
�
、
議
員
定
数
３０

人
と
な
っ
た
。

ま
た
同
日
、
静
岡
県
島
田
市
が

川
根
町
を
編
入
合
併
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
人
口
約
１０
万
３
千
人
、

面
積
３
１
５
・
８８
平
方
�
、
議
員

定
数
２９
人
（
定
数
特
例
）
と
な
っ

た
。４

月
１
日
、
岩
手
県
盛
岡
市
、

福
岡
県
久
留
米
市
が
特
例
市
か
ら

中
核
市
に
移
行
し
た
。
ま
た
、
千

葉
県
柏
市
、
兵
庫
県
西
宮
市
が
一

般
市
か
ら
中
核
市
に
移
行
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
全
国
の
中
核
市
は

３９
市
と
な
っ
た
。

中
核
市
の
要
件
は
人
口
３０
万
以

上
で
あ
る
こ
と
。
面
積
要
件
に
つ

い
て
は
平
成
１８
年
６
月
７
日
以
降

に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

４
月
１
日
、
埼
玉
県
春
日
部
市

が
一
般
市
か
ら
特
例
市
に
移
行
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
全
国
の
特
例

市
は
４３
市
と
な
っ
た
。

特
例
市
の
要
件
は
人
口
２０
万
人

以
上
で
あ
る
こ
と
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

４月５日現在の市数
８０６市

うち
指定都市 １７市
中核市 ３９市
特例市 ４３市
一般市 ６８４市
特別区 ２３区

第1683・84号４月５日平成20年
（2008年）

道道
路路
特特
定定

財財
源源
法法
案案

審審
議議
促促
進進
をを

六団体

暫
定
税
率
期
限
切
れ

福田首相に要望する酒井本会副会長（上写真、右端）ら六団体代表。
酒井副会長（下写真、左端）らは菅民主党代表代行にも要望

（１） 平成２０年４月５日 第１６８３・８４号
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政政
調調
費費
にに
関関
すす
るる
法法
律律
のの
定定
めめ

政政
調調
費費
にに
関関
すす
るる
条条
例例
のの
定定
めめ

住住
民民
訴訴
訟訟
上上
のの
問問
題題

政
務
調
査
費
は
、
平
成
１２
年
の

地
方
自
治
法
改
正
に
基
づ
き
導
入

さ
れ
た
制
度
で
す
。
全
国
市
議
会

議
長
会
な
ど
議
会
三
団
体
の
国
に

対
す
る
働
き
掛
け
に
よ
り
、
自
治

法
上
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
政
調

費
に
つ
い
て
定
め
た
根
拠
条
文

は
、
自
治
法
第
１
０
０
条
第
１３
項

と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
第
１３
項
に
よ
れ
ば
、
政
調

費
は
「
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

議
会
の
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す

る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し

て
、
そ
の
議
会
に
お
け
る
会
派
又

は
議
員
に
対
し
、
政
務
調
査
費
を

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
併

せ
て
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
政
務
調
査
費
の
交
付
の
対
象
、

額
及
び
交
付
の
方
法
は
、
条
例
で

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
第
１３

項
で
「
議
会
の
議
員
の
調
査
研
究

に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
」
と

規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。
こ
の

点
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
第
１３

項
が
自
治
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
際

の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
理
解
し
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
立
法
趣

旨
に
は
「
地
方
議
会
の
審
議
能
力

を
強
化
し
、
地
方

議
員
の
調
査
活
動

の
基
盤
の
充
実
を

図
る
た
め
、
議
会

に
お
け
る
会
派
又

は
議
員
に
対
す
る

調
査
研
究
の
費
用
等
の
助
成
を
制

度
化
し
、
併
せ
て
そ
の
使
途
の
透

明
性
を
確
保
す
る
こ
と
」
と
あ
り

ま
す
。
こ
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、

政
調
費
は
「
政
治
資
金
（
政
治
活

動
に
要
す
る
経
費
）
に
対
す
る
助

成
」
で
な
く
「
調
査
研
究
の
費
用

等
」
に
対
す
る
助
成
で
あ
り
、
国

の
政
党
助
成
金
や
通
信
連
絡
費
の

類
と
性
質
が
異
な
る
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
国
と
最
も
異
な
る
点

は
何
か
。
国
の
通
信
連
絡
費
な
ど

は
、
国
会
議
員
に
支
出
さ
れ
た
後

の
実
際
の
使
途
に
つ
い
て
ま
で
国

が
定
め
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
地

方
議
員
の
政
調
費
は
、
自
治
法
第

１
０
０
条
第
１３
項
の
立
法
趣
旨
に

よ
り
「
使
途
の
透
明
性
を
確
保
す

る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
条
文
で
は

政
調
費
の
使
途
に
つ
い
て
条
例
で

定
め
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
見
、
国
会
議
員
と
同
様
に

公
費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
ま
す
が
、
地
方
議
員
の
政
調

費
に
つ
い
て
は
使
途
へ
の
高
い
透

明
性
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

政
調
費
の
交
付
対
象
は
、
自
治

法
第
１
０
０
条
第
１３
項
の
規
定
に

よ
り
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
支
給
対
象
は
、
会
派

も
し
く
は
議
員
、
場
合
に
よ
っ
て

は
両
者
へ
の
支
給
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
も
可
能
で
す
。
た
だ
し
、

交
付
対
象
を
い
ず
れ
に
す
る
か
は

制
度
導
入
後
の
政
調
費
の
使
途
の

制
限
に
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
重

要
な
選
択
と
な
っ
て
き
ま
す
。

政
調
費
の
使
途
基
準
は
条
例
で

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
条
例
の
中
に
書
き
込

む
な
り
、
条
例
に
基
づ
き
別
途
定

め
る
な
り
、
何
ら
か
の
方
法
で
各

自
治
体
は
使
途
基
準
を
定
め
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
実
際
に
政
調
費

の
制
度
を
導
入
さ
れ
て
い
る
自
治

体
で
は
、
経
費
と
し
て
▽
調
査
研

究
費
▽
会
議
費
▽
事
務
費
―
―
な

ど
の
費
目
を
定
め
て
い
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
く
ら
条

例
で
費
目
を
掲
げ
て
も
、
そ
の
使

途
基
準
は
自
治
法
の
定
め
る
範
囲

内
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

使
途
基
準
は
条
例
に
基
づ
き
市

長
や
議
長
が
、
規
程
や
規
則
等
を

別
途
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
自

治
体
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
市
長
や

議
長
に
委
任
す
る
こ
と
自
体
、
法

制
度
上
は
問
題
が
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
自
治
法
第
１
０
０
条
第
１３

項
の
「
議
会
の
議
員
の
調
査
研
究

に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
」
に

反
す
る
使
途
基
準
は
違
反
と
な
り

ま
す
。
１６
年
４
月
１４
日
に
出
さ
れ

た
東
京
高
裁
の
判
決
で
も
「
そ
の

具
体
的
な
内
容
を
議
長
の
定
め
る

規
程
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
規
程
の
適
法
性
は
政
務
調
査

費
交
付
制
度
の
制
定
の
趣
旨
に
反

す
る
か
否
か
が
基
準
と
な
る
」
と

判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

政
調
費
の
使
途
に
つ
い
て
訴
訟

が
起
き
る
場
合
は
、
住
民
訴
訟
に

よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
い
う
形
式

に
な
り
ま
す
。
政
調
費
の
支
給
を

受
け
た
会
派
ま
た
は
議
員
が
不
当

に
利
益
を
得
た
と
い
う
訴

訟
を
住
民
側
が
提
起
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
立
証
責
任

は
住
民
側
が
負
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
裁
判
所

で
も
建
前
で
は
、
そ
う
判

断
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
実
際
の

取
り
扱
い
は
多
少
、
建
前
と
異
な

っ
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

こ
こ
で
名
古
屋
地
裁
が
１５
年
１

月
３１
日
に
下
し
た
判
決
を
紹
介
し

ま
す
。
そ
の
判
決
で
は
「
所
属
議

員
か
ら
領
収
書
等
を
徴
せ
ず
、
そ

の
使
途
に
つ
い
て
の
管
理
を
一
切

行
っ
て
い
な
い
な
ど
、
研
究
費
が

一
般
的
、
外
形
的
な
事
実
の
立
証

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
で
足
り

る
」
と
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
判
決
が
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
「
領
収
書
等
が
な
く

政
調
費
の
使
途
を
一
切
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
場
合
、
研
究
費
と
し

て
支
出
し
た
政
調
費
は
不
当
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
一
般
的
、
外
形

的
に
示
す
も
の
だ
。
だ
か
ら
住
民

側
は
、
そ
の
点
だ
け
を
指
摘
す
れ

ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

通
常
の
民
事
訴
訟
で
は
、
例
え

ば
交
通
事
故
が
発
生
し
被
害
者
が

原
告
と
な
り
加
害
者
を
訴
え
た
場

合
、
原
告
側
が
立
証
責
任
を
全
て

負
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
政
調
費
の

場
合
、
被
告
と
な
っ
た
議
員
側
が

何
も
反
証
し
な
け
れ
ば
、
原
告
で

あ
る
住
民
側
が
「
領
収
書
等
で
政

調
費
の
使
途
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
違
法
だ
」
と
指
摘
す

る
だ
け
で
勝
訴
と
な
り
ま
す
。

青
森
地
裁
の
判
決
（
１８
年
１０
月

２０
日
）
で
も
「
議
員
や
会
派
が
積

極
的
な
立
証
活
動
を
行
わ
な
い
場

合
は
、
金
額
や
使
途
等
か
ら
み
て

資
料
の
提
出
や
補
足
説
明
を
す
る

ま
で
も
な
く
政
務
調
査
費
で
あ
ろ

う
と
社
会
通
念
上
推
認
さ
れ
る
よ

う
な
支
出
（
相
当
な
電
話
代
、
文

房
具
代
金
、
郵
便
代
金
等
）
を
除

き
、
こ
れ
を
正
当
な
政
務
調
査
費

の
支
出
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
、
名
古
屋
地
裁
と
同
じ
ス

タ
ン
ス
で
判
断
し
て
い
ま
す
。

本
会
は
１
月
２４
日
と
２５
日
、
東
京
・
砂
防
会
館
で「
第
５５
回
全
国

市
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
研
修
会
に
は
地

方
行
政
や
議
会
運
営
に
造
詣
の
深
い
諸
氏
を
招
き
、
ご
講
演
い
た
だ

き
ま
し
た
。
聴
講
し
た
テ
ー
マ
の
う
ち
、
橋
本
勇
・
弁
護
士
の
講
演

要
旨
を
本
号
で
紹
介
い
た
し
ま
す
（
全
講
師
に
つ
い
て
掲
載
し
た
講

演
録
は
３
月
３１
日
に
全
市
へ
送
付
済
み
）
。

議議
会会
をを
巡巡
るる
訴訴
訟訟
問問
題題

第
５５
回
職
員
研
修
会
講
演
要
旨

弁
護
士

橋
本

勇
氏

第１６８３・８４号 平成２０年４月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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支支
給給
対対
象象
者者

政政
調調
費費
のの
使使
途途

交交
付付
・・
精精
算算
とと
返返
還還
義義
務務

政
調
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

「
政
調
費
に
関
す
る
法
律
の
定

め
」
の
項
で
述
べ
た
と
お
り
、
会

派
も
し
く
は
議
員
の
い
ず
れ
で
も

構
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
議
員

個
人
に
支
給
さ
れ
て
い
る
政
調
費

を
会
派
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
「
会
派
又
は
議
員
の
団
体
の

共
通
行
事
（
視
察
旅
行
、
広
報
紙

の
発
行
）
の
経
費
に
充
て
る
こ
と

が
で
き
る
か
」
を
司
法
の
場
で
争

っ
た
ケ
ー
ス
で
は
さ
い
た
ま
地
裁

が
１５
年
１０
月
１
日
、
共
同
で
使
う

こ
と
は
構
わ
な
い
と
い
う
判
断
を

下
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
通
常
、
政
調
費
は
会
派

を
対
象
に
支
給
し
て
い
る
ケ
ー
ス

が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
「
会

派
に
対
し
て
交
付
す
る
」
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
の
判
例
を
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
札
幌
高

裁
で
２
つ
の
判
決
が
出
て
い
ま
す

が
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
少
し
異
な
る

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
紹
介
す
る
の
が
１６
年
１０
月

２０
日
の
判
例
で
す
。
「
政
務
分
担

費
と
し
て
、
会
派
を
通
じ
て
各
議

員
に
交
付
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
交
付
を
受
け
た
各
議
員
に
お

い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に

基
づ
く
使
途
基
準
に
適
合
し
た
経

費
に
充
て
た
場
合
に
は
、
実
質
的

に
当
該
条
例
に
適
合
す
る
も
の
と

言
え
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ

こ
で
い
う
「
政
務
分
担
費
」
は
、

現
在
の
政
調
費
に
置
き
換
え
て
解

釈
し
て
く
だ
さ
い
。
政
調
費
の
制

度
が
自
治
法
に
盛
り
込
ま
れ
る
以

前
の
案
件
で
す
の
で
、
こ
の
よ
う

な
表
現
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
１９
年
２
月
９
日
の
判
例
で

す
。
「
政
務
調
査
費
の
支
出
が
、

本
件
使
途
基
準
の
使
途
区
分
に
従

い
、
会
派
と
し
て
な
さ
れ
る
こ

と
、
言
い
換
え
る
と
、
会
派
と

し
て
の
意
思
統
一
が
な
さ
れ
、
当

該
調
査
活
動
が
『
会
派
』
と
し
て

行
う
も
の
で
あ
る
と
の
会
派
の
了

承
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
伴
わ
な

い
政
務
調
査
費
の
支
出
は
、
本
件

使
途
基
準
に
違
反
し
た
違
法
な
支

出
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」

こ
の
判
例
で
は
、
会
派
の
代
表

者
が
政
調
費
の
支
出
に
つ
い
て
了

解
し
て
い
た
と
し
て
も
、
代
表
者

の
了
解
が
会
派
の
了
解
と
は
な
ら

な
い
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
ま

す
。
１６
年
１０
月
２０
日
の
判
例
と
比

べ
大
き
く
変
更
さ
れ
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。
１９
年
２
月
９
日
の
判

例
で
は
会
派
に
交
付
さ
れ
た
以

上
、
政
調
費
は
会
派
で
使
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
各
議
員
に
分
割

し
て
交
付
し
個
人
の
判
断
で
使
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
、
た
と
え
使
途

基
準
に
合
致
し
本
来
で
あ
れ
ば
適

法
で
あ
っ
て
も
、
議
員
個
人
で
使

っ
た
の
で
あ
れ
ば
違
法
で
あ
る
と

い
う
判
断
で
す
。

１６
年
１０
月
２０
日
の
判
例
で
は
議

員
が
「
ど
う
使
っ
た
か
」
を
調
査

し
使
途
の
合
否
を
判
断
す
る
。
一

方
、
１９
年
２
月
９
日
の
判
例
で
は

「
ど
う
使
っ
た
か
」
を
調
査
す
る

ま
で
も
な
く
、
会
派
に
支
給
さ
れ

た
政
調
費
を
議
員
が
使
っ
た
時
点

で
既
に
違
法
。
３
年
の
違
い
で
判

決
が
随
分
と
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
違
い
は
、
政
調
費
や

政
治
家
等
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が

影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
市

民
へ
の
政
治
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
芳

し
く
な
く
な
る
と
、
裁
判
所
の
判

断
も
厳
し
く
な
る
傾
向
に
あ
る
も

の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

政
調
費
に
関
し
て
は
使
途
が
最

も
問
題
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
い

く
つ
か
判
例
を
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
海
外
視
察
に
つ
い

て
で
す
。
視
察
の
実
施
そ
の
も
の

が
政
調
費
の
使
途
と
し
て
違
反
で

あ
る
と
い
う
判
例
は
、
私
が
探
し

た
と
こ
ろ
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
重

要
な
の
は
視
察
テ
ー
マ
に
つ
い
て

適
切
に
学
ん
だ
か
ど
う
か
で
す
。

判
例
に
よ
れ
ば
「
現
地
大
使
館

や
自
治
体
職
員
の
説
明
を
受
け
て

の
見
学
」
に
つ
い
て
は
徳
島
地
裁

が
１６
年
１
月
３０
日
、
適
法
と
判
断

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
観
光
地

の
視
察
（
現
地
通
訳
の
説
明
だ

け
）
」
で
は
、
同
日
の
徳
島
地
裁

の
判
決
で
違
法
と
判
断
し
て
い
ま

す
。
観
光
地
に
行
っ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
観
光
地

を
視
察
先
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
な

ら
、
観
光
で
成
功
し
た
要
素
等
に

つ
い
て
適
切
に
調
査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
も
判
断
に
迷
う
事
例
は
、
会

議
費
に
関
す
る
も
の
で
す
。
例
え

ば
研
修
会
を
実
施
す
る
場
合
、
会

場
の
借
り
上
げ
代
は
当
然
、
会
議

費
と
し
て
支
出
し
て
も
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
。
次
に
研
修
会
で
お
茶

を
出
す
の
も
常
識
の
範
囲
内
と
し

て
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
は
昼

休
み
に
お
弁
当
を
出
す
。
夜
に
懇

親
会
を
開
く
。
こ
の
辺
り
か
ら
判

断
が
困
難
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

政
調
費
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
を
対

象
に
支
出
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ

る
の
か
。

ど
の
程
度
ま
で
許
容
さ
れ
る
か

は
、
市
民
感
覚
の
話
に
な
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
裁

判
官
の
常
識
と
い
う
話
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
自
分
の
常
識
と
は
合

わ
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ

た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
議
会
関
係
者

は
、
注
意
を
払
っ
て
お
く
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

政
調
費
に
つ
い
て
は「
市
長
は
、政

務
調
査
費
の
支
出
に
疑
わ
し
い
点

が
あ
る
と
き
は
、
調
査
し
、
基
準

違
反
の
支
出
分
の
返
還
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
（
東
京
地
裁
１８
年

４
月
１４
日
）
し
、
そ
の
義
務
が
あ

る
（
青
森
地
裁
１６
年
２
月
２４
日
。

同
地
裁
１８
年
１０
月
２０
日
）
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
調
査
や
返

還
要
求
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
、
市
長
に
損
害
賠
償
義
務
が
発

生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
「
市
長
」
と
は
「
専
決
権

を
行
使
す
る
人
」
の
こ
と
で
す
。

専
決
権
は
通
常
、
長
の
補
助
職
員

と
し
て
議
会
事
務
局
長
や
総
務
課

長
ら
に
委
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ

っ
て
議
会
事
務
局
の
職
員
は
、
政

調
費
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
を
果
た

す
べ
き
市
長
の
補
助
職
員
の
立
場

を
兼
ね
る
こ
と
と
な
り
、
政
調
費

の
支
出
に
対
し
責
任
を
負
う
こ
と

と
な
り
ま
す
。

責
任
問
題
に
つ
い
て
明
確
に
述

べ
て
い
る
の
が
、
津
地
裁
の
判
例

（
１６
年
２
月
２６
日
）
で
す
。
「
会

派
に
概
算
交
付
さ
れ
た
政
務
調
査

費
に
つ
い
て
、
適
正
に
審
査
さ
れ

た
実
績
報
告
書
が
作
成
さ
れ
て
い

な
い
ま
ま
に
、
精
算
、
確
定
さ
せ

た
行
為
は
違
法
で
あ
り
、
当
該
会

派
は
返
還
義
務
を
負
う
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
知
事
に
故
意
又
は

過
失
が
あ
れ
ば
知
事
も
責
任
を
負

う
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
場

合
の
「
知
事
」
に
つ
い
て
も
「
専

決
権
を
行
使
す
る
人
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
専
決
権
に
つ
い
て
明
確

に
述
べ
て
い
る
の
が
東
京
地
裁
の

判
例
（
１８
年
４
月
１４
日
）
で
す
。

「
専
決
権
を
有
す
る
議
会
職
員
は

長
の
補
助
職
員
と
し
て
職
務
を
遂

行
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

責
任
は
地
方
自
治
法
２
４
３
条
の

２
に
よ
る
こ
と
と
な
る
」
と
判
断

さ
れ
て
お
り
、
議
会
事
務
局
職
員

も
長
の
補
助
職
員
と
し
て
の
責
任

を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（３） 平成２０年４月５日 第１６８３・８４号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

前
回
に
引
き
続
き
、
本
会
の
各
委
員
会
の
平
成
１９
年
度
要
望
活
動
結

果
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
掲
載
す
る
（
連
載
は
今
回
で
終
了
）
。

地地
方方
財財
政政
委委
員員
会会

１
�
２０
年
度
政
府
予
算

平
成
２０
年
度
の
政
府
予
算
は
社

会
保
障
関
係
費
等
の
伸
び
に
よ

り
、
一
般
会
計
は
８３
兆
６
１
３
億

円
（
前
年
度
比
０
・
２
％
増
）
、

一
般
歳
出
は
４７
兆
２
８
４
５
億
円

（
前
年
度
比
０
・
７
％
増
）と
、と

も
に
２
年
連
続
の
増
加
と
な
っ
た
。

税
収
の
伸
び
が
小
幅
に
と
ど
ま

る
中
で
、
「
経
済
財
政
運
営
と
構

造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
２
０

０
６
（
骨
太
方
針
２
０
０
６
）
」

に
定
め
ら
れ
た
歳
出
改
革
を
２
年

目
に
お
い
て
も
確
実
に
実
施
す
る

な
ど
、
歳
入
・
歳
出
全
般
に
わ
た

る
努
力
を
行
っ
た
結
果
、
新
規
国

債
発
行
額
は
２５
兆
３
４
８
０
億
円

（
前
年
度
比
０
・
３
％
減
）
と
４

年
連
続
で
減
少
。
ま
た
、
成
長
力

強
化
、
地
域
活
性
化
、
生
活
の
安

定
・
安
心
と
い
っ
た
重
要
な
政
策

課
題
に
き
め
細
か
く
配
慮
し
、
予

算
配
分
を
重
点
化
。
地
方
再
生
戦

略
と
し
て
「
地
方
の
元
気
再
生
事

業
」
に
２５
億
円
を
計
上
し
、
地
方

の
活
力
の
再
生
を
通
じ
て
我
が
国

全
体
の
成
長
を
図
る
こ
と
と
し

た
。な

お
、
政
府
は
１９
年
１２
月
２４
日

の
臨
時
閣
議
に
お
い
て
、
２０
年
度

予
算
案
を
決
定
し
て
い
る
。

２
�
２０
年
度
地
方
財
政
対
策

２０
年
度
の
地
方
財
政
対
策
は
、

１９
年
１２
月
１８
日
に
増
田
総
務
大
臣

と
額
賀
財
務
大
臣
と
の
折
衝
に
よ

り
、
決
着
し
た
。

２０
年
度
の
地
方
財
政
計
画
の
規

模
は
、
一
般
歳
出
を
抑
制
す
る
一

方
、
地
方
の
再
生
と
地
域
間
の
財

政
力
格
差
是
正
に
配
慮
し
た
結

果
、
８３
兆
４
０
１
４
億
円
（
前
年

度
比
０
・
３
％
増
）
と
、
７
年
ぶ

り
の
増
額
と
な
り
、
地
方
一
般
歳

出
は
６５
兆
７
６
２
６
億
円
と
対
前

年
度
同
水
準
の
額
が
確
保
さ
れ

た
。一

般
財
源
総
額
は
、
５９
兆
８
８

５
８
億
円
（
前
年
度
比
１
・
１
％

増
）
と
な
り
、
１９
年
度
に
お
け
る

増
額
幅
を
更
に
上
回
る
増
額
が
図

ら
れ
た
。
特
に
、
交
付
団
体
（
１９

年
度
算
定
ベ
ー
ス
）
の
一
般
財
源

総
額
は
、
前
年
度
に
比
し
５
８
０

０
億
円
程
度
の
増
と
な
っ
た
。

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
地
方
の
再

生
に
向
け
た
自
主
的
・
主
体
的
な

地
域
活
性
化
施
策
の
充
実
等
に
対

処
す
る
た
め
、
地
域
間
の
財
政
力

格
差
を
是
正
す
る
と
と
も
に
、
地

方
交
付
税
の
総
額
確
保
が
必
要
で

あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
地
方
税
の

偏
在
是
正
に
よ
っ
て
生
じ
る
財
源

を
活
用
し
、
地
方
財
政
計
画
の
歳

出
に
地
方
交
付
税
の
特
別
枠
「
地

方
再
生
対
策
費
」
４
０
０
０
億
円

が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
地
方
再
生
対
策
費
」
は
、
地

方
交
付
税
の
算
定
を
通
じ
て
、
市

町
村
、
特
に
財
政
状
況
の
厳
し
い

地
域
に
重
点
的
に
配
分
す
る
こ
と

と
し
、
道
府
県
分
の
算
定
額
を
１

５
０
０
億
円
程
度
、
市
町
村
分
の

算
定
額
を
２
５
０
０
億
円
程
度
と

す
る
と
と
も
に
、
算
定
に
当
た
っ

て
は
、
人
口
規
模
の
コ
ス
ト
差
を

反
映
す
る
ほ
か
、
第
一
次
産
業
就

業
者
比
率
や
高
齢
者
人
口
比
率
等

を
反
映
す
る
。
ま
た
、
合
併
市
町

村
に
つ
い
て
は
、
旧
市
町
村
単
位

で
算
定
し
た
額
を
合
算
す
る
こ
と

に
よ
り
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
等

の
財
源
を
確
保
す
る
と
し
た
。

な
お
、
２０
年
度
に
お
い
て
は
、

地
方
税
の
偏
在
是
正
効
果
が
生
じ

な
い
た
め
、
臨
時
財
政
対
策
債
の

発
行
に
よ
り
「
地
方
再
生
対
策

費
」
の
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
２０
年
度
に
お
い
て

は
、
地
方
交
付
税
総
額
は
１５
兆
４

０
６
１
億
円
（
前
年
度
比
１
・
３

％
増
）
が
確
保
さ
れ
、
臨
時
財
政

対
策
債
を
含
め
た
実
質
的
な
地
方

交
付
税
総
額
は
、
１８
兆
２
３
９
３

億
円
（
前
年
度
比
４
０
６
６
億

円
、
２
・
３
％
増
）
と
１５
年
度
以

来
の
増
額
確
保
が
図
ら
れ
た
。

「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
交
付
税
措
置
に
つ
い
て

は
、
前
年
度
と
概
ね
同
様
の
算
定

方
法
に
よ
り
、
２
２
０
０
億
円
程

度
が
確
保
さ
れ
た
。

３
�
２０
年
度
地
方
税
制
改
正

地
方
税
制
に
つ
い
て
は
、
偏
在

性
が
小
さ
く
税
収
が
安
定
的
な
地

方
税
体
系
を
構
築
す
る
た
め
、
消

費
税
を
含
む
税
体
系
の
抜
本
的
改

革
に
お
い
て
、
地
方
消
費
税
の
充

実
と
地
方
法
人
課
税
の
あ
り
方
の

見
直
し
を
含
む
地
方
税
改
革
の
実

現
に
取
り
組
む
と
さ
れ
た
。

２０
年
度
の
地
方
税
制
改
正
に
お

い
て
は
、
消
費
税
を
含
む
税
体
系

の
抜
本
的
改
革
に
取
り
組
む
ま
で

の
間
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
法
人

事
業
税
の
一
部
２
・
６
兆
円
を
分

離
し
、
「
地
方
法
人
特
別
税
」
を

創
設
。「
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
」

と
い
う
形
で
、
人
口
と
従
業
者
数

で
按
分
し
再
配
分
す
る
こ
と
に
よ

り
、
偏
在
性
の
小
さ
い
地
方
税
体

系
の
構
築
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ

た
。地

方
の
道
路
特
定
財
源
の
確
保

に
つ
い
て
は
、
今
春
適
用
期
限
が

切
れ
る
暫
定
税
率
を
来
年
度
か
ら

１０
年
間
維
持
し
た
上
で
、
地
方
道

路
整
備
臨
時
交
付
金
の
補
助
率
引

上
げ
等
を
内
容
と
す
る
関
連
法
案

が
今
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
個
人
住
民
税
に
お

け
る
寄
付
金
税
制
の
抜
本
的
な
拡

充
策
と
し
て
、
条
例
に
よ
り
控
除

対
象
寄
付
金
を
指
定
す
る
仕
組
み

の
導
入
に
よ
り
、
寄
附
金
税
制
の

対
象
と
な
る
寄
附
金
の
範
囲
を
大

幅
に
拡
充
。
併
せ
て
、
「
ふ
る
さ

と
」
に
対
し
貢
献
又
は
応
援
を
し

た
い
と
い
う
納
税
者
の
思
い
を
実

現
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団

体
に
対
す
る
寄
附
金
税
制
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４
�
２０
年
度
地
方
債
計
画

２０
年
度
の
地
方
債
計
画
で
は
、

地
方
財
源
不
足
に
対
処
す
る
た
め

の
所
要
額
が
確
保
さ
れ
、
総
額

は
、
１２
兆
４
７
７
６
億
円
（
前
年

度
比
０
・
３
％
減
）
と
な
っ
た
。

地
方
自
治
体
が
過
去
に
高
い
金

利
で
借
り
た
公
的
資
金
に
つ
い
て

は
、
１９
年
度
に
引
き
続
き
、
一
定

の
条
件
の
も
と
で
補
償
金
免
除
繰

上
償
還
を
行
い
、
高
金
利
の
地
方

債
の
公
債
費
負
担
を
軽
減
す
る
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
。

病
院
事
業
に
お
い
て
は
、
公
立

病
院
特
例
債
を
創
設
し
、
医
師
不

足
等
で
経
営
状
況
が
悪
化
し
、
不

良
債
務
が
増
加
し
て
い
る
団
体
等

を
対
象
に
、
２０
年
度
に
限
り
特
例

債
を
発
行
で
き
る
と
し
た
。

地
方
公
共
団
体
が
共
同
し
て
設

立
す
る
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機

構
に
つ
い
て
は
、
２０
年
１０
月
１
日

か
ら
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
と
な

る
が
、
新
機
構
の
出
資
を
目
的
と

し
て
地
方
自
治
体
が
発
行
す
る
地

方
債
に
つ
い
て
は
、
出
資
債
の
対

象
と
す
る
ほ
か
、
機
構
へ
の
出
資

総
額
を
地
方
財
政
計
画
に
計
上

し
、
一
般
財
源
相
当
分
を
交
付
税

の
単
位
費
用
に
計
上
す
る
財
政
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
。

（
担
当
・
地
方
財
政
委
員
会
）

１９年度

本本

会会

委委
員員
会会

活活
動動
結結
果果
のの
概概
要要
�
〈完〉
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